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厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

(公印省略)

石綿による健康被害の救済制度に関する周知等の取組

(事前調査の実施)について

標記については、「石綿による健康被害の救済に関する法律J (以下「石綿

救済法j という。)が平成 18年 3月に施行されて以降、被災労働者及びその

遺族に対する周知を実施してきたところであるが、石綿救済法第 59条第 5項

に定める特別遺族給付金の請求期限が平成 24年 3月に迫っていること等を踏

まえ、中皮腫死亡者を把握するとともに、当該死亡者の遺族等に対して、石綿

救済法に基づく特別遺族給付金等の周知を行うことを検討しているので、下記

に留意の上、本取組の円滑な実施について遺漏のないようにお願いする。

なお、本件については、法務省と協議済みであるので念のため申し添える。

記

1 事前調査の実施

( 1 )各法務局等での死亡届の保管状況等を正確に把握するため、別紙事前調

査票に基づき、保管状況等の調査を実施すること。

( 2) その際、法務局及び地方法務局に連絡すること。

( 3 )照会先である法務局及び地方法務局の一覧表を別添 1のとおり添付する

ので、参考とすること。

2 取組実施に係る留意事項

(1)取組実施に係る体制整備について



死亡届の枚数(推計)や保管先の法務局等の箇所数、保管枚数、訪問回

数等を踏まえ、別添 2のとおり、各局に調査員や事務補助員を配置するこ

ととし、必要となる予算措置を行うが、上記 1の事前調査結果及び各局に

おける調査の実施状況等を踏まえて、調査員の配置数等の見直しを検討す

ることとしているので、各局で検討の上、配置数等の見直しが必要と判断

する局にあっては、当課業務係あて協議すること。

また、各局においては、総務部等関係部署とも調整し、調査員等の確保

や体制整備に係る検討を行うこと。

( 2 )法務局等に対する調査の実施に当たっては、上記の調査員・事務補助員

の他に、労働局の職員(再任用職員及び労働基準監督署の職員を含む。)

が帯同する必要があること。このため、他の業務に支障が出ないよう職員

の役割分担等について検討を行うこと。

( 3 )法務局等における具体的な調査の実施方法については、別添 3の「中皮

腫死亡者の把握に係る調査実施要領(案)Jに基づき行うこととしている

ので、円滑に実施できるよう配慮すること。

3 本省報告等

(1)上記 1の事前調査の結果及び上記 2 (1)の配置数等の見直しについて

は、平成 23年 7月 12日(火)までを目途に当課業務係あて報告する

こと。

また、1.l1]添 3の調査実施要領(案)については、各局からの意見等を踏

まえ、見直すこととしているので、意見等ある場合には、上記と併せて

報告すること(様式任意)。

( 2 )岩手、宮城、福島労働局にあっては、今般発生した東日本大震災の影響

等を踏まえ、当面、木通達に定める事前調査等を実施する必要はないこ

と。

また、依頼先の法務局等の事情等により、前記 3局と同様、東日本大震

災の影響により事前調査等を実施し得ないと判断される局にあっては、

当課業務係に相談されたい。

( 3 )その他、本取組の実施に係る疑義、問題等が生じた場合は、当課業務係

まで照会すること。



(月Ij紙)

死亡屈に関する事前調査票

1 各保管場所1:::おける調査対象期聞いおける死亡届の大まかな文書三

~rJ添一覧表のうち、自局管内の各庁ごとの死亡届の大まかな文書量はどのくらいでしょうか(分かる範囲で)

2 死亡届の管理方法

それぞれの保管場所において、どのように管理されていますか(庁舎内、倉庫等の別)

ノ

3 それぞれの保管場所における調査の作業スペースが確保ができるでしょうか

またそのスペースはどの程度の広さでしょうか(0人程度が入って作業できる等)

4 それぞれの保管場所ごとに、どの位の頻度で調査員を派遣できますか(週1回、月O回程度等)
また、派遣する調査員の人数はどの〈らいの人数が適切ですか(作業スペース以外の事由により人数の制約があるか

5 調査実施に当たって、調査員等に対する注意事項、遵守すべき事項等がございますか

6 震災の影響等により、本調査の実施が困難な特段の事情があればご記載して下さい。



，
 



死亡届に関する事前調査票(記載例)

1 各保管場所l、おける調査対象期間Lおける死亡届の大まかな文書呈

別添一覧表のうち、自局管肉の各斤ごとの死亡届の大まかな文書量はどのくらいでしょうか(分かる範囲で)

【記載例]

(法務局等名) (死亡届枚数)

00法務局(本局) 00枚 (平成7年-17年総計)

00地方法務局(本局) 00枚 (平成7年-17年総計)

00支局 00枚 (平成7年-17年総計)

. . 
2 死亡届の管理方法

それぞれの保管場所において、どのように管理されていますか(庁舎内、倉庫等の別)

【記載例】

(法務局等名) (保管場所) (保管状況)

00法務局(本局) 庁舎内及び倉庫 年別に冊子にして保存

00地方法務局(本局) 庁舎内 年別に冊子にして保存

00支局 庁舎内 年jJlJに冊子にして保存

. . 
‘ 

3 それぞれの保管場所における調査の作業スペースが確保ができるでしょうか

またそのスペースはどの程度の広さでしょうか(0人程度が入って作業できる等)

【記載例】

(法務局等名) (作業スペース) (何人程度で作業ができるか)

00法務局(本局) 会議室 20人程度

00地方法務局(本局) 打ち合わせスペース等 10人程度

00支局 倉庫内にあり会議室等の確保函難 倉庫内での作業に限る(5名程度)1
. . . 

4 それぞれの保管場所ごとに、どの位の頻度で調査員を派遣できますか(遇1回、月O回程度等)
また、派遣する調査員の人数はどのくらいの人数が適切ですか(作業スベース以外の事由により人数の制約があるか

【記載例】

(法務局等名) (派遣頻度) (作業スペース以外の要因の制限)

00法務局(本局) 週2回程度が限度 ※該当する場合のみ記載

ただしO月1ま全国会議室田確慌が可能

00地方法務局(本局) 月4回程度

00支局 月1回程度

5 調査実施に当たって、調査員等に対する注意事項、遵守すべき事項等がございますか

【記載例】

(法務局等名) (注意事項、遵守事項)

00法務局(本局) 調査員の会議室内の飲食不可

00地方法務局(本局) 入所、退所時の遵守事項(入館証の交付や携帯等の持ち込み制限)

00支局 休憩時間等の庁舎内の移動制限等

τ 

E 震災の影響等Lより、本調査の実施が困難な特段の事情があればご記載して下さい。

【記載例】

(法務局等ごとに、業務の都合等により、職員の対応が困難などの特段の事由があれば記載し
てください。また、業務の都合について具体的に記入して下さい。)
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法務局・地方法務局一覧

労働局名 l 法務局名 管鰭区緩 所在地 郵便番号王| 電話番号 案内図

北海道

膏議 開車掌R且nm:r冒~
東津軽郡〈外ヶ浜町型車図村今別町平肉町}

盛岡市

岩手

宮城

秋図

山形

福島

茨城

梅木

Z専属

ノ
一寸
縄玉



労働局名 法務局名 地方記長務局名 管絡区様 所在地 郵便番号 電磁番号 案内図

千中葉央市区の肉 h性白'//houmukvo
千葉市中失区中央港1 -ロjp/chib岳

千葉 千葉地方法務局

習宿美花志見浜毛野区区川市区

丁昌11番3号 干"日-8518 043-302-13刊 f..b!../豆h;kvoh吐
0'/all/h白ok.0hH

註国

千代田区九段南トト
h社口，//hロumukvo

15 干102-8225 03(5213)1234 
恒国0;.(0;p/toky 

東京 東京迭務局
丸段第2合同iT舎

。/tzble/shikv01，"

"H/a11/hokvok.止

且且h坦l

横合目浜5同7市庁番舎中治広(1日績北生仲渓糸通第検5二査丁
h世白ゾaRloumuk"

:;=231-8411 
kU.mo.i.I::oio/vd叩

神奈川 繍~地方建濡局 繍渓市中区西区・南区 045(641)7461 ha../'table/shllw 

所)肉 。kutou/a11/h00kv
山 html

新田東湾支区市局・の中管央轄区悶江豊南栄区市ー西}を区除・西〈地繍蟻区・北区のうち新発
新町新舎潟5潟1市地9方中1番失法地務区西総大合庁畑

h社白'//houmHkV白

新規 続渇処方忌務局
:;=95ト8504

02r222-1561 
ku moj go jp/ni1gat 
<'1ft..bI，1.hik"k'" 
。u/all/honkvol叩.

htin-//houm，~，o 

富中山新市川郡
南地魚自沼市藁佐島61番 'f949-ti641 

ku.mol四 io/"va

富山 富山地方法務局 076(441)0550 ../ .. bl，/，hlkvok 
utou/aTlfhnnnk" 
ku touki.htmt 

金青天穴〈沢あ掌地水市〉町町町一の、.相有番肉会給白了谷1句町5、丁暁目町、、穴犯水町五.経番町丁市-3T目‘泊車.
、穴水町三番丁、

幸EE尋子FF問1認E諮町f義三f十Jる川Z桜E設山言語Eト

1-4T 
1四 7T
、入江1

町、
htto:/Ihoumu'k.o 〈え〉

永町扇様く目安お町1、押M町〉、大3野、丁袋桑町目町t、鴛m、.大円原3丁観光町町目寺‘小、、1大大原N桑平3町丁新沢.尾町町目山、‘、桶円大町光桑町.尾町‘寺押本張.大野町町手1、1M円町N3先、2T大7 寺

右川3県番金1沢0市号斬神田4 干92可-85 kU.m0;.'"白;，，1¥帽 na

右川 金沢地方怠務局 T目 05 (076)292-7且10zawa/table/shi出
nkutou/a11/h00，k. 
okutouki M.1 

目
〈か〉

ii宰守主コtユP軒 上 ::諸エ説伽島:a 

福大鳩あ坂吉わ井野弁山国市ら市市市郡市/永平寺町

福井市春山1丁目1番
htin-Ilhoumuh" 

5【福4号弁春山合同庁舎〉

干910-85 ku.m量~
福弁 福持地方広務局 04 0776(22)5090 /'table/shik"kE止

ou/'al1A閣内kvd引止

叫魁占立n!

喜書留親重也王四寺4RLJhm-叫

1甲9府号市(甲北府口地市T方a合z同番庁
htto://h凹.，kvo

〒400同8520
k日moj.go;p企ofu/

山梨 甲府地方法務局
舎)

055-252-7151 ..bI，hhlkvok'"白
tJ/a11/ho""k"h』

出国

長よ長上〈更野水野高鬼牟級市肉市弁無礼郡.郡に郡里村大須合小小村岡坂三併川布，村市水戸}盤村は。隠村町子信村I。長a由Z高。E野市豊飯町山市野綱村に飯町町合綱ヘ併中町合)条併村}信州新町!ま，

h杭ロ・//houmuk"

長野市旭町1108番地
ku moj 10 jp/naga 

長野 長E号地方""若島 〒3昭島~846 '"包括措剖'''<褒} n9ftabI，I.hik"k 
utolJ/al1/hookvok 

且品副

審議問問
桂3被番車阜地市合金同竜庁町5T目1

Hf白・//h"m，加n

〒野間ト8729
kumojgoj且LEi自，/

岐阜 銭息地方志務局
舎向

(058)245-3181 table/shibokuto 
，/.HA可000kv01<，

且d

静50岡静市岡葵地区方追合手同町斤9舎
h昌~出E

静周 静岡地方注務局 静岡市蓑区駿河区 'f42D-865日 日54(254)3555
Ku.mol四 io/shi:.cH
nh時/"ble/，shik"
kutou/lIl1/日800.ht



労働局名 法務局名 地方去麓局名 管結区減 所在地 郵便番号 電話番号 1 案内図

名古屋市の肉 MTロ・IIhoomokvo

愛知 名古屋法務局 西清中春窺区市日，井.東北郡区名豊，古北山屋区町市，中村1区.西区，千種区，昭和区 舎名-古2第-屋1号H市館名中〉古区屋三合の同丸庁2 
Ku.moiv0.;0/'o.宣O

1"460-8513 052(952】8111val'tablehhl加ok
叶ou/a!!1honkv，k
1I.l¥t州
h世目・11houmuk"'

ー重 津地方法務局 埠市亀山市 建前克之肉Zト6(;:J合同停舎}，.514-8503 国自信""四"代賓】
h，.mol E0.;0/"01守
.ble/shikvokutou 
/昌II/honkvokudai
httn-IIh00mHk"' 

滋賀 "傘勉方造務局 大湾市 滋賀県大迫市御陵町3香e号 ，.520-8516 077-522-4671 ko m，l eo.io/白+"
It.bl，/shih"kE仕

。u/al1/honnkvoku
事通町覇河t9市原7王町京東E入荒上神生訓口

httロ・IIh00mokvo

京都 "街地方建務局 京区都.北市区上京区.中思区.下京区.東山区ー山科区，左京 γ602邸77 町田31)Ot31(代表}
K!I.mbi.on;0/1w，t 
。/tabl.1自h>vokta
tou/all，内h，o仇 6ホu

大目医阪1番市第12中7法央号務区合苔同町斤Z丁
h社口・IIhoumuh抽

大阪 大阪法務局 大中阪央市区の勉肉区線東区鶴見区，浪速区，西成区 'f540←田44 06-6942-9459 
k口moil!lnio/'osak 

大 舎 af'table/君hikv'okut
001白II/osakarab 

|間町神舎戸1番第1四二号地方合止同場斤

httB-IIhoumuk"' 

兵庫 神戸治方議務局 神戸市の肉(中条区兵庫区麓区) 〒650-0042078(392)1821 k，J.mo;-Eoio/k，b-
Itable/shikvdut 
。uhll/hon 比

奈生駒良市都(斑大h和a町都山市天理市生駒市山辺郡山器材，

h世B-IIh00mHk"'

奈良 奈良地方議務烏 奈良市高畑町552 '1'630ト回01 町42-2沼5お4 Ko.mol-Fo io/"'同

町。平群町 郷町安積町) ft.ble/shlh，kut 
ou/al1/honkvoku 
悦也:II'houmuk"'

和敬山市
和禽〈和歌〉歌山山市地二方番合了同2f番T地 hum，tl!:o;0/'wak白

和司氏山 租歌山亀有去主要賢局 混南市 ，.640ド回日52 073(422}5131 v.m百/tabI，;，hhv
海軍郡(紀美野町} o，kutou/品11/hnokv

oku.html 

E岩鳥取美市都.器美町
httn-Ilhoumuk"' 

鳥取 鳥取地方法務局 鳥思市東町宮T目302暑地 ，.680-田11 (08回')22-2191 K!I.mo，i."白io/totto

八頭郡八頭町若綾町智扇町 ri/tabl，hhlh"h 
tou/all/honkvoku 

後八安江来束市市tI 島5隆0根番江県地迭経務江合市同母庁衣舎町

hHローlIf、OOmHkv百

ku.moi.l!-o ;0;'叩白tsl
島被 鈴江地方蕊務局 'f690-0886 。問日)2-3是4200 ueflabl，1.Nkv，k 

東出雲町 ut001.11Jhonk"，k 
u.html 
加/加

主動産登記質草草【室田]壷盟
岡山市北区南方1丁目

'f70D-S816 
代表 {OB6)224- ku moi.l!'-o10/'時制

岡山 岡山地方ま罰局
"'"-IIh白umHk"~fu.moi. I!:o.io/，。kav8m，，!-骨茜m，html 3-58 "沼市 .m.ltobleh .. hikvo 

k U toof'all/hook"， 
kuOl.ht同

広島市中区よ八T相
'f73o-SS36 Ku moi.l!'-oiolhIrn. 

広島 広島;1>務局 広島市の肉.中区.東区.南区.西区.安佐南区 6-30 佃日目ト悶1【代表} him..1mble/s.hikv 
，k凶 00f'，，11/hookv
oku.ht吋

山阿防(1目武府ロ吉市混市敷同郡東小町郡を町含む秋}穂町 阿知須町佐渡郡徳地町，
号山{山館口口市}地中方河合原同町庁5舎12B ，.753-8577 k且mo.i.llo.io/v，昂mm

山口 山口地方珪務局 。回(922}2295 四位hlJtable/shlkv
ohut白u/，..11Aonkv
，ku.html 

徳島県徳島市徳島町 h"D咽IA抽 omuk"'

域肉6地番方地合6: 〒770-8512. k!.!.m.2i陸jo/toku圭
徳島 徳島地方ま務局

徳島 問斤舎
08ト622-4171 himaIt詞ble/sh，ikv

okutou，f...11/h，okv 
。k，J.touki.htmI

Hh-IIhOOm此"'
小豆郡{土木庄町町)小豆島町〉 高(高松松市法丸績の合肉同t庁香舎1号〉 1'760-8508 

Ku moi.l'o.io/taka 
香川 高絵法務局

|本香緩時川司氏郡郡の〈直肉島町綾)111町

(08η821-6191 matsul'tablo;，hik 

'"叫.ou/alll主""
oku.ht州

総山市<O!Ets出張所の管轄に属する地織を除。
htto-//houmokvo 

伊予市 松山市宮園町1同88庁番舎地) 1"790-8505 Ku.moi.I'Co.Io/m.t， 
絵山 紐山地方Eま護局

伊松前予郡町の肉
6(松山地方合 089(932)0888 "'.m，ltob1，1見.hik

v，k此白u/all/m叶宮
，m.桁tml

高知市栄田町二T目2
htt，-11h削 Emokvロ

書寓庁10 号
高知市 知舎よさζい咲都合同 干780-8509 kumoj臨II2Lh2ili

高知 高割地方法務局 {回世田1【代表】 Itable/'shik"kut 
oul'a!lA咽 nnk"'ku

h坦l

httD-11h00mukvo 

福岡市鱒多区中央区南区 ，.810-8513 代表 Ku m，?.凸;0/凸』huD
福岡 福岡法務局 筑紫郡部司川町

個岡市中真区担圃S 自-" 。陥2(721)4570 h，;tabl，hhik"'k 
t片町，;'allA、ookv，k
u.ht咋d

佐賀市 健賀市場内2丁目 10
{0952)26-2148-

Htn-11hoomukvo 

佐賀 佐賀地方'"濁局
多久市 番20号{佐賀合間斤舎 ，.840-0041 50 kumoj g且mL>邑"

|勉小城幡市市 肉} ltable!，宮hlh"h汁

ou/all/honkvoku. I 

長崎市万才町8番16 'fB50-SS 
htto://houmu川
kU.m0;.""";ロ/問問

長篇 長崎地方議務局 長崎市西彼杵郡{時埠町長与町} 号 07 {09S)B26-8127 sakif'tabl../sh，ik"' 
k叫。u/;allJhookv由

ko 同



労働局名 法務局名 地方法務局名 管絡区場 所在地 郵便番号 電信番号 案内図

館本市大江3T目1
hH白'In、OHmHkVo

熊山本都市町)上益城郡(益城町御船町嘉島町甲佐町 53 'f862-o971 〒862-0971
k" moi. 1!'o ioll~uma 

保本 "本地方主主藷局 銀本第ー合同庁舎
moto/tab1./zhikv 
okutou/zdIIhookv 
。k.utouki.html
h社目・Inloumuh，。

大白分布市市{鶴崎出張所の管穏に属する地域を瀧0 大大分分市法首務錦総町合庁?番舎5号 'Ts7D--a513 1(凹7)532-3161
kU.moi.l!'-oiol'oital 

大分 大分地方去務局 ..ble/:豆hik.vokuto
u/a!lJhoook'"k".t 
。u附.html

h世白・//h0"m"'"，。

宮東備諸市県郡(毘宮町袋町〉
宮(宮崎崎市議別務府総町合可庁香舎1号} 干880ト田13

Ku.moi.l1'o;0/m;va 

宮略 宮崎地方法器局 (0985)22-5124 "kI/'table/shikvo 
KEEtou/alJ/honn.da 
ihYou.ht耐
htf白ー//ho"m"kvo

鹿鹿児児島島市郡〈三指島宿村鼠.+日島置村市) 
鹿児島市鴫池新町1番 〒890-85 (代表)(099)25kU.mQ;."，o ;oli屯白vn

鹿児島 鹿児島地方建密島 Z号 18 9-0680 shima/ta凶 Ishik
vokutou/a!l/horm 
。.ku.html

南粟西那島中覇尻風頭原国市郡原村町郡，町座糸.与間満市都峰村原畏町見選白城八名喜重可忠湖村商町標南。市久大米東村島町北.護大嘉東数村付
認覇市福JlIl-15-1

htto-11houmukvo 

5 
干900-85

098(854)795 
ku.mQ; gn jp/nah呈

沖縄 沖縄地方注務局
海覇地方法務局

44 
O(代表}

/t昌blel'shih/Ok，止
ou/.'811/honkvoku 

包皿



(別添2)

調査員の盟置等について
d 

訪問回噛 調査員数

定務局名 地方法務局名 支局名
眉出数 保管定数〉(鍾 局名 事務補助員 庁費計 旅費計

法別務局毒事 計 法E務置局数別 延べ旅遺
数

東京法務局 1.363.869 1，279，169 51 15 765 163，404 

西多摩支局 16，052 2 5 10 6，408 
東京 57 596，7ゆ0 6.784.200 182，628 

八王子支局 61，621 2 15 30 6.408 

府中支局 27，027 2 10 20 6.408 

.渓地方去窃馬 687，826 372，429 15 15 225 48，060 

湘南支局
、。

23.765 1 10 10 3.204 

川崎支局 。 13叩闘 6 15 90 19.224 

積須賀支局 o 44，340 神奈川 2 30 15 30 596.70旧 3.776.700 6，408 96.120 

小図原支局 。 20，677 2 ? 14 6，(08 

厚木支局 。 23.139 1 10 10 3，204 

相模原支局 。 65，411 3 15 45 9，612 

さいとま亀有..局 520.917 236.817 9 15 135 初出6

川越支局 k
。 67，200 3 15 45 9，612 

賞長谷支局 。 38，474 2 15 30 6，408 

秩父支局 。 14，206 2 5 ，。 6，408 
埼玉 26 397.800 2.902.800 83.304 

所沢支局 。 67，664 s 15 45 9，612 

東松山支局 。 18.381 z 7 14 邑.08

経谷支局 。 63，576 3 15 45 9，612 

久喜支局 。 14，600 2 5 10 6，408 

予調催地~~覆島 494，312 142.589 8 15 90 19，224 

佐倉支局 o 7，091 1 3 、~♂ 3 3，204 

2草原支局 o 14.387 z 5 10 6，408 

松戸支局 o 72，902 3 15 45 9，612 

柏支局 o 58.769 2 15 30 6，408 

木更津支局 o 18.856 千葉 2 27 7 14 397，800 2，715，3ゆ0 6，408 86，508 

館山安局 o 7.795 2 3 s 6.408 

匝瑳支局 。 4.947 1 3 3 3，204 

香取支局 。 7，091 1 3 3 3，204 

船織支局 。 87，905 4 15 60 12.S16 

市川支局 。 71，981 3 15 45 9，612 

水戸治方迭藷島 302，870 95，028 4 15 60 12，816 

目立支局 。 72.091 3 15 45 9，612 

常陸太田支局 。 21，640 2 ? 14 6，408 

土浦支局 。 48，873 茨械 2 16 15 30 397.80。1.815，30日 6.408 51.264 

飽ヶ鰭支局 D 28，570 2 10 20 6，408 

鹿嶋支局 。 23，317 10 ，。 3，204 

下妻支局 。 13，351 2 s 10 6.408 



訪問回数 師釜員数

去務局名 創血万法務局名 支局名
届出数 保管定数〉(錐 局名 事務補助員 n'費計 旅費計

迭属高務局等 計 E配義務置局数別 延数べ派遣

明富雄時間 210，373 107，857 4 15 50 12.816 

日光支局 。 3.8601 1 3 3 3，2似

実同支局 。 15，639 2 5 10 6.408 

大図原支局 o 18.62:3 街木 2 15 7 14 397，800 1.425.300 6，408 48，060 

鳥山支局 。 7.341 2 s s 6，408 

栃木支局 。 19.405 2 7 14 6，408 

E利支局 。 37，649 2 15 3G 6，408 

前徳地方~務局 216.937 56，316 2 15 3G 6，408 

高崎支局 o 43.326 2 15 3G 6，408 

羽生支局 G 2~6に33 2 7 " 6!408 

伊努崎支局 。 35，786 t 15 15 3.204 
群馬 15 397，800 1.395，300 48，060 

文恩支局 。 31.10陪 z 15 30 6，408 

沼箇支局 。 9.400 2 3 6 6.408 

富岡支局 。 8，668 2 3 e 6，408 

中之条支局 o 3.103 2 1 2 6，408 

静同地方法商島 367.8陥1 118.424 5 15 75 16，020 

沼津支局 。 35，145 t 15 15 3，204 

寓士支局 。 39.956 2 15 30 6，408 

下回支局 。 4.487 絡岡 1 18 3 3 397.80。 2，062，800 3，204 57，672 

浜総支局 o 135，852 5 15 75 . 16，020 

掛川支局 。 19.914 2 7 14 6，4ω 

袋弁支局 。 14.022 2 5 10 6，408 

甲府地方途務局 107，001 90，5日97 4 15 60 12.816 

鰍沢支局 o ，田3 山梨 1 7 t 1 397.800 930，300 3，204 22，428 

大月支局 o 14，402 2 5 10 6，408 

長野池方酒食旗掲 268.843 90，646 4 15 50 12，816 

飯山支局 。 5，977 1 3 3 3.204 

上田支局 。 29，619 2 10 20 5，408 

佐久支局 。 24，059 1 10 10 3，204 

松本支局 。 54，512 2 15 30 6，408 
長野 18 397.8田 1，665.300 57，672 

木曽支局 。 3，074 2 3 3 3.20叫

大町支局 。 7，136 1 3 3 3，204 

開訪支局 。 12.750 2 5 10 6，408 

値目支局 。 26，013 2 10 20 6，40a 

伊都支局 。 15，056 2 5 10 6，408 



訪問回数 概査員数

法務局名 地方捻務局名 支局名
眉出数 保管定数}〈推 局名 事務繍助員 庁費計 旅費酔

誌務局等 Eす 去配務置局数別 宮崎
別

.~地方議筏局 293，589 124，992 5 15 75 16，020 

長岡支局 。 37，625 2 15 30 6，408 

三条支局 。 16.676 1 7 7 3.2旧

柏崎支局 。 15，OGB 2 5 10 6，408 

新発図支局 。 16.658 1 7 7 3，204 

新埠支局 。 5.935 1 3 3 3，204 
新渇 19 397，800 1，68ο300 60，876 

十回町支局 o 9，880 1 5 5 .，副
村上支局 。 4.885 1 3 3 3，204 

糸魚川支局 。 7，935 2 3 8 6."咽

よ越支局 。 33，126 1 15 15 3，2'剖

佐渡支局 。 10，728 1 5 s 3，204 

衛魚沼支局 o 10.082 1 5 5 3，204 

大阪'"務局 929.362 525.139 21 15 315 67，284 

北大阪支局 o 70.693 3 15 45 9，612 

東大阪支局 。 102.642 4 15 60 12，816 
大阪 39 596，700 4，909，200 124.95喝

場支局 o 165，996 7 15 10' 22，428 

富国林支局 o 24，738 2 ，。 20 6.408 

岸和国支局 。 40.152 z 15 30 6，40唱

...地方"務~ 308，484 236，3051， g 15 135 28，836 

字治支局 o 30.378 2 10 20 6，408 

胆部支局 o 2，734 2 1 2 6.408 

宮湾支局 o .. " 京都 t 18 3 3 397，800 1，747，800 3，204 57，672 
J 

京丹後支局 。 10，050 1 5 E 3.204 

舞積支局 o 14，698 2 5 10 6，408 

福知山支局 o 10，873 1 s 5 3.204 

持戸総方捷積局 628，262 240.350 10 15 150 3.'叫0

酋宮支局 。 73.321 3 15 45 9.612 

伊丹支局 o 30.292 2 10 20 6.408 

尼崎支局 。 72，897 3 15 45 9.612 

明右支局 o 45，856 2 15 30 6，408 

柏原支局 o 11，157 1 5 5 3，204 
兵庫 33 "日田 3.559.200 105，732 

姫路支局 o 75，995 3 15 45 9，612 
¥ 

加古川支局 o 42，086 2 15 30 6.408 

社支局 o 3.267 2 2 6，408 

院野支局 。 12，851 2 5 10 6.408 

豊岡支局 。 14，056 2 5 10 底406

淵本支局 。 6.134 1 3 3 3，204 



訪問回数 調査員数

法務局名 地方法務局名 支局名
届出数 保管定数}(錐 局名 事務補助員 n'1賢官十 旅費計

別迭務局等 計 法配窃置局数別 延数べ派遣

震良相方盆務局 146.032 107.322 4 15 60 12，816 

葛械支局 。 10，145 1 5 5 3，204 

奈良 8 397.800 1，027，800 25，632 

桜井支局 D 17，727 z 7 14 6，408 

王僚支局 。 10，838 1 5 3.204 

大薄地方法宮崎 131，1171. 69.6沿16 3 15 45 9，612 

甲賀支局 。 21.6氾3 2 7 14 6，408 

滋賀 g 397，800 1，065.3ω 28.836 

彦緩支局 。 25，3崎2 2 10 20 6.408 

長浜支局 。 14，376 2 5 10 6.408 

粗食山雄.，主窃局 149，247 97.8ド52 4 15 60 12，816 

括本支局 g 14.050 2 属、， 10 6，408 

図辺支局 。 21.493 和歌山 2 11 7 14 397.800 1.095.300 6.408 35，244 

御坊支局 。 7.048 1 3 3 3.204 

新宮支局 。 ...ゆ3 2 3 e 6，408 

名古屋法務局 620，515 305.311 12 15 180 38.448 

春日井支局 。 40，772 z 15 30 6.408 

諸島支局 。 9.回目5 2 3 6 6，408 

一宮支局 o 51，231 2 15 30 6，408 

半図支局 a 15.967 2 5 10 6.408 

岡崎支局 。 48，890 愛知 z 31 15 30 596，700 3，394.2曲 6，408 99.324 

刈谷支局 。 19，591 2 7 14 6，408 

豊田支局 o 56，8ゆ7 2 15 30 6，408 

百尾支局 。 14.379 2 5 10 6.408 

豊橋支局 。 51，3凶0 2 15 30 6.408 

新線支局 。 7，19也 1 3 3 3.204 

君主地方建務局 213，224 35.3問問 1 15 15 3，204 

桑名支局 o 29，780 2 10 20 6.408 

四日市支局 。 65.115 3 15 45 9，612 

伊賀支局 。 21.564 三重 2 12 7 14 397.800 1，342，800 6.408 38.448 

松阪支局 。 36，211 1 15 15 3，204 

伊努支局 o 20.954 2 7 14 6.408 

熊野支局 o 4.202 1 3 3 3.204 

成摩地方草橋局 218，327 93，414 4 15 60 12，816 

1¥揖支局 。 11.0陪吟 1 5 5 3，204 

大垣支局 o 35.277 1 15 15 3.204 

喪理加茂支局 o 12，177 岐阜 1 12 5 5 397.800 1.320.300 3.204 38.448 

多治見支局 。 24，250 1 10 10 3，204 

中埠川支局 。 19.回目9 2 7 14 6.408 

高山支局 。 22.477 2 7 14 6，408 



訪問回数 調査員数

法務局名 地方法務局名 支局名
届出数 保管定数}〈推 局名 事務補助貝 待費計 旅費計

法別務局等 計 法毘務置局数別 延数べ旅遺

福帯地方筆務局 96.875 55.463 2 15 30 6.408 

武生支局 o 19，294 2 7 14 6，408 
福井 7 397，800 825.300 22，428 

敦賀支局 o 15，042 2 5 10 6，408 

，)、浜支局 o 7.077 1 3 3 3.204 

金沢地方法覆島 133，319 93，119 4 15 60 12，816 

小松支局 。 22，344 2 7 14 6，408 
石川 8 397，800 1，050.300 28，835 

七尾支局 。 12.673 2 5 10 6，408 

鎗島支局 。 5，182 1 3 3 3，204 

富山地方援費局 131，263 80.757 3 15 45 9，612 

魚津支局 o 8，882 2 3 e 6，408 
富山 s 397.800 975.300 28創 6

高岡支局 o 32，147 2 10 20 6.408 

砺震支局 。 9，476 2 3 6 6，408 

広島法務局 353.158 179，6幻 7 15 105 2え428

廿日市支局 。 13，562 2 5 10 6，408 

東広島支局 g 28.702 2 10 20 6.408 

呉支局 。 39.063 広島 2 20 15 30 397.800 .12え800 6.40a 64.080 

尾道支局 。 17.817 2 7 14 6，408 

福山支局 。 65，131 3 15 45 9，612 

三次支局 o 9，231 2 3 6 6.408 

山ロ亀有盗塁審局 担2.314 43，696 2 15 30 6.408 

周南支局 。 34.739 t 15 15 3.2旧

萩支局 。 13，220 2 5 10 6.408 
山口 11 397，800 1.447，800 35，244 

器国支局 B 23，596 t 10 10 3，21J4 

下院支局 。 66，268 3 15 45 9，612 

宇都支局 。 40.796 2 15 30 6.408 

岡山地方法務局 24日5，282 114，711 5 15 75 16，020 

備前支局 。 6，841 3 3 3.204 

倉敷支局 。 79.797 3 15 45 9，612 

笠岡支局 。 9，737 岡山 2 16 3 e 397，800 1，537，800 6，408 51，254 

高!11支局 o 包596 1 3 3 3，2G4 

主主山支局 o 18.797 2 7 14 6.408 

箕庭支局 。 8.803 2 3 6 6.408 

鳥取地方埠務局 82，32日S 41，119 2 15 30 6，408 

倉吉支局 o 10，719 鳥取 1 5 5 5 397.800 810，300 3.2刊" 16，020 

米子支局 B 30.489 2 10 20 6.408 



訪問回数 回査員数

法務局名 地方去務局名 支局名
届出数 保管定数}〈推 局名 事務繍動員 庁費It 被資計

法別務局等 針 法記務置局数野l 延べ蕊遺
散

~江地方皐湯島 '12，515 42.570 2 15 30 6.408 

出雲支局 。 31，680 2 10 20 6，408 

雲南支局 D 9，615 2 3 6 6.408 
島根 10 397曲。 952，800 32，040 

浜国支局 。 13.65l 2 5 10 6，408 

益図支局 。 '1.339 t 5 5 3，204 

商郷支局 。 3.660 t 3 3 3.204 

福岡迭務局 5渇10，257 253.111 10 15 150 "加。
筑紫支局 。 17，624 2 7 14 6.4ば08

朝倉支局 o 7，528 2 3 6 6.408 

復Z翠支男 o 14.336 2 5 10 6.4日08

久留米支局 。 55.351 2 15 30 6，408 

直方支局 o 10，386 福岡 1 33 5 5 596，7ゆO 3，214.2曲 3，204 105，732 

柳川支局 。 13.464 2 5 10 6.408 

八女支局 o 7，036 2 3 3 3.204 

北九州支局 。 179，459 7 15 105 2乙.428

行橋支局 。 12.657 2 5 10 6.408 

田川支局 。 9，308 2 3 s 6.408 

佐賀地方建務局 125，094 60.574 2 15 30 6，408 

武総支局 。 9.862 t 5 5 3，204 

佐賀 6 397，800 937.800 19，224 

伊万里支局 。 17ρ31 1 7 7 3.204 

唐潟支局 o 37.627 2 15 30 6.408 

.蝿地方法話局 207.806 89.652 4 15 60 12.816 

諌早支局 。 29，169 2 10 20 6，408 

島原支局 。 7.759 2 3 6 6.408 

佐世保支局 。 50.231 2 15 30 6.408 

長畑 17 397ωゅ 1，425，300 54，468 

平戸支局 。 7，774 2 3 8 6.408 

豆島支局 。 9.065 2 3 6 6.408 

壱岐支局 。 6，362 1 3 3 3.204 

対局支局 。 7.793 2 3 e 6.408 

大分地方法務局 165.825 88.587 4 15 60 12，816 

杵築支局 。 6，432 1 3 3 3，204 

自符支局 o 8.307 2 3 e 6.408 

佐伯支局 o 15.386 1 5 5 3.204 

大分

'‘ 
397.800 1.162.800 44，856 

竹田支局 o 5，084 1 3 3 3，204 

中津支局 o 16，166 2 5 10 6，408 

手佐支局 。 11，652 5 5 3，204 

包囲支局 。 14，211 2 5 10 6.406 



支局名
眉出数 l保管数〈推

定〉

訪問回数 l 調査員数

庁費lt 緑黄針



支局名
属出数 |保管数{後

定}

訪問回数 | 調査員数

庁費計 旅費計



訪問回数 調査員数

法務局名 地方法務局名 支局名
届出数 保管定数}{推 局名 事務福助長 庁賓E十 11<費計

法務局等
計 法記務置局数別 延数べ派遣

別

冨沼地方建都局 72，014 69.126 3 15 ‘ 45 9，612 

江差支局 。 2，38陥 1 1 3.204 
北海道 40 596.7ゆO 3.589，200 128，160 

穿都支局 o 509 1 ' 3，204 

旭川地方法密島 96，200 71，650 3 15 45 9，612 

名寄支局 ロ 5，367 1 3 3 3，204 

留萌支局 。 5.414 1 3 3 3.204 

紋別支局 。 5，375 1 3 3 3，204 

稚内支局 。 8，3四時 2 3 6 6.408 

飯沼地方~覆局 107.031 39，326 2 15 30 6.408 

帯広支局 o 36，957 2 15 30 6，408 

jt見支局 。 23.987 1 10 10 3，204 

領主支局 。 6，760 1 3 3 3，204 

高松法務局 135，鈎6 93.278 4 15 60 12，816 

丸亀支局 。 3血.389 香川 1 6 10 10 397，80附 960.300 3，204 19.224 

続音寺支局 。 12，170 5 5 3.204 

徳島地方~省局 11自，746 87.508 4 15 60 12.816 

阿南支局 。 17，945 徳島 6 7 7 397.8ゆ0 937.800 3，204 19.224 

美馬支局 o 11.293 1 5 5 3，204 

高知地方建趨局 128，239 92，443 4 15 60 12.816 

いの支局 。 7，503 2 3 6 6，408 

香美支局 。 4，923 1 3 3 3，204 
高知 10 397，8∞ 997.80C 32.040 

須自衛支局 o 7.218 3 3 3，204 

安芸支局 。 5.641 3 3 3.204 

四万+支局 o 10，511 5 5 3.204 

松山地方逮富島 211.251 105，064 4 15 60 12，816 

犬訓支局 。 10.362 1 5 5 3，204 

酒条支局 。 23.131 10 10 3，204 
松山 11 397，800 1，282，800 35，244 

四国中良支局 。 18.945 2 7 14 6，408 

今治支局 。 35.498 ' 15 15 3，204 

宇和島支局 。 18，250 2 7 14 6.408 

13，800，595 m 2，747 8，467 18，895，5ゆO 79.398.000 2，345，328 2.345，328 





(見IJ添3)

中皮腫死亡者の把握に係る調査実施要領(案)

1 趣旨・目的

(1)石綿救済法の趣旨

「石綿による健康被害の救済に関する法律J(以下、「石綿救済法」という。)に

ついては、石綿による健康被害の特殊性に鑑み、石綿による健康被害を受けた者及

びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿によ

る健康被害の迅速な救済を図ることを目的として平成 18年2月に制定され、死亡

労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時

効!こよって消滅した者に対して特別遺族給付金を支給することが同法に規定された

(昭和22年9月1日以降に指定疾病にり患し、同法の施行の前日の 5年前の日(平

成 13年3月2 6日)までに死亡した者を対象)。

その後、平成20年 12月に、石綿救済法が改正され、特別遺族給付金について、

同法が施行される日以前に死亡した者に支給対象が拡大されるとともに、請求期限

が平成24年3月27固まで延長された。

このように、石綿により死亡された労働者等の遺族で労災保険法に基づく遺族補

償給付の支給を受ける権利が時効により消滅した者に対して、迅速な救済を図る観

点から、同法に基づく特別遺族給付金の支給対象としたものである。

(2)石綿救済法に基づく特別遺族給付金の請求・決定状況

石綿救済法に基づく特別遺族給付金の請求・決定状況を見ると、平成 18年度に

1454件の請求があった後、平成 19年度には 113件、平成21年度には9 6

件と著し〈減少している。特に、人口動態統計における中皮腫による死亡者数と比

較して、労災保険及び石綿救済法、船員保険に係る認定状況はその6害IJ(54.6 

%)にも満たない現状となっており、特に当該統計を取り始めた平成7年がもっと

も認定件数が少ない状況となっている。

(3 )他方で、平成 18年2月にとりまとめられた「石綿による健康被害に係る医学的

判断に関する考え方」報告書によれば、「へルシンキ国際会議のコンセンサスレポー

ト (1997)では、大部分の中皮腫が石綿ぱく露によるものであり、中皮腫症例

の約 8害IJは何らかの職業上の石綿ぱく露によるものであるとしている。』とし、「中

皮腫は、そのほとんどが石綿を原因とするものであり、中皮腫の診断の確からしさ

が確保されれば、当該中皮腫は石綿を原因とするものと考えて差し支えないと考え



る。Jとしている。にもかかわらず、上記 (2)によれば、中皮腫死亡者について、

必ずしも十分な救済が図られていない現状にある。

(4 )石綿関連疾患に係る労災補償制度等の周知の実施

石綿救済法の施行以降、厚生労働省では、石綿関連疾患に係る労災補償制度等の

周知を実施しているところであり、

・右綿ばく露作業による労災認定等事業場の一覧の公表(平成 17年 7月から継続

実施中)

・石綿ぱく露作業による労災認定等事業場に対し、離職した労働者等への労災請求

を行うよう勧奨することを要請(上記公表にあわせて実施)

=労災指定医療機関その他関係機関への石綿関連疾患に係る労災認定基準や労災認

定事例等を示したりーフレットの配布

-医療機関等への石綿に関する適切な診断・医療技術等の修得を目的とした石綿関

連疾患診断技術研修の実施(平成 18年 4月から継続実施中)

=労災認定等事業場一覧や石綿関連疾患に係る労災認定基準の内容等を搭載したC

D-ROMを医療機関等に配付(平成 21年3月に実施)

E 新聞広告等による労災保険制度等の周知・広報等

等の周知を行ってきたところであるが、よ記 (2)を踏まえれば、必ずしも十分な

効果を上げていない状況にあると言える。

(5 )石綿救済法に基づく特別遺族給付金の請求期限が迫っていること

また、石綿救済法に基づく特別遺族給付金については、同法第59条第5項によ

り、請求期限が定められており、平成 24年3月27日までに申請がなされなけれ

ば、同法に基づく救済を実施することはできなくなる。

また、同法附則第 6条には、両法の施行の状況について検討を加え、その結果に

基づいて必要な見直しを行うことを規定しており、特別遺族給付金の決定状況等を

踏まえれば、請求期限の延長や支給対象の拡大等が再度検討される可能性が高い状

況となっている。

(6) これらを踏まえ、石綿救済法に基づく死亡労働者等に対する救済の徹底を図るこ

とを目的として、各都道府県に設置されている法務局、地方法務局等に保管されて

いる「死亡届」を活用し、中皮腫死亡者及びその遺族に関する情報を把握するとと

もに、当該遺族に対する労災補償制度等の周知を直接実施することとしたものであ

り、本取組を行うに当たって、中皮腫死亡者を的確に把握するための具体的な調査

手法や留意事項等を示したものである。



2 死亡届の概要

( 1 )死亡届について

死亡届は、戸籍法第86条及び第87条に基づき、同条に定める届出義務者が、

死亡の事実を知った日から 7日以内に死亡者の本籍地(死亡地や届出人現住所を管

轄する市町村に届け出ることもある)を管轄する市町村へ提出しなければならない

とされている。また、市町村に届けられた死亡届は、戸籍法施行規則第48条に基

づき 1ヶ月ごとに、管轄の法務局等に送付することとされ、同条に基づき送付され

た死亡届は、市町村別及び年別に区分して 27年間保管することとされている(戸

籍法施行規則第49条)。したがって、死亡届の保管は、戸籍法施行規則第48条及

び第 49条により、本籍地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はこれらの支局

で行っている。

また、死亡届の届出には添付書類として死亡診断書又は死体検案書を添付するこ

ととされていあが、通常、死亡届と死亡診断書(死体を検案した医師が記入した場

合は死体検案書)が一体となった届出様式 (A3様)が使用されている。

(2)死亡届の記載事項

届出を行う内容は、「届出日j、「届出先市区町村』、「死亡者の氏名、性別、生年

月日J、「死亡年月日時分J、「死亡場所住所j、「死亡者の住民登録先住所とその世帯

主名」、「死亡者の本籍とその筆頭者氏名」、「死亡者の婚姻状況」、「死亡した時の世

帯の主な仕事と死亡者の職業や産業」、「届出人と死亡者の関係」、「届出人の現住所』、

「届出人の本籍地とその筆頭者の氏名」、「届出人の氏名、生年月日、住所」を記載

すあこととされており、具体的な記載例については、別紙 1のとおりである。

3 調査の実施手法等

本調査は、法務局等に保管している死亡届を確認するため、都道府県労働局から調

査に必要となる調査員を派遣し、死亡届に記載されている中皮腫死亡者、届出人等の

情報を把握、収集することにより実施する。具体的な調査実施手法等は以下のとおり

である。

(1)調査実施期間

平成23年7月から平成 23年 12月末までの 6ヶ月とする。

ただし、調査対象となる死亡届の保管状況等により、上記終了期間に到達する前

に調査を完了した場合については、当該期間とする。



(2う調査対象となる死亡届

法務局等に保管されている死亡屈のうち、平成7年から平成 17年までに届けら

れた死亡扇を対象として、当該死亡届の死亡原因欄に中皮腫と記載されているか、

中皮腫と記載された死亡届について届出人が死亡者の遺族か等の確認を行い、該当

する死亡届を対象とした調査を実施する。具体的な確認事項は以下のとおりである。

① 別紙 1r死亡届」の「死亡診断書」中、「死亡の原因」欄における「直接死因(直

筏死因の原因となった疾病も含む)J、『直接には死因に関係しないが、死亡原因

となった傷病の経過に影響を及ぼした傷病名等」の欄に「中皮腫』と記載されて

いるか。

② 上記①の場合で、「死亡届」の「届出人」欄に記載されている届出人の属性のう

ち「同居の親族」、「同居していない親族」、「同居人」に該当するか。

(3 )把握すべき情報

上記 (2)の①及び②のいずれにも該当する死亡届を対象として、当該死亡届の

「死亡原因j欄に中皮題と記載された死亡届に係る死亡者氏名、住所、届出人の氏

名、住所等の情報を収集することとし、具体的には以下の情報について収集を行う。

① 死亡届を管轄する法務局等名

② 死亡者情報

ア氏名(よみがな含む)

イ生年月日

ウ死亡日

エ死亡時の住所

③ 届出人情報

ア 氏 名

イ住所

ウ本籍

ヱ 死亡者との関係(同居の親族、非同居の親族、同居者)

④ 死亡診断書情報

ア死亡の原因

(ア)直接死因

(イ)間接死因

(ウ)直接死因に関係しないが、死亡原因となった傷病の経過に影響を及ぼした

傷病名

イ 死亡診断書を作成した医療機関及び医師名(上記④のアの(ウ)に中皮腫と



人

記載している場合に限り記載)

(4)把握した情報の記録

① 記録媒体 t

別添 1 r中皮麗死亡者に係る調査票」に上記 (3) の事項を記載する形で記録

することを原則とする。

なお、調査実施の際、モパイルパソコンを持ち込むことにより、調査票様式の

電子媒体に直接記録することも可とする。

② 調査対象となる死亡届については付隻を立てるとともに、当該調査白の最後に

複数人による、死亡届に記載された事項と調査票に転記した記録に誤りがないか

等の確認を行うこと。

(5 )把握するための体制の整備

①調査員の確保

管内の法務局等における死亡届の保管枚数、保管状況を勘案の上、業務量に応

じた調査員の確保等を行うこと。

なお、法務局等の受入可能な日程等を踏まえつつ、調査実施期間内に調査を完

了することができるよう、必要な調査員を確保すること。

② 法務局等との調整

本調査を円滑に実施するため、本調査の日程、作業場所の確保、派遣する調査

員の人数等について、法務局等と緊密な調整、連携を図ること。

なお、法務局等と日程等の調整等の事務補助を行うための、事務補助員に係る

経費を各局に配賦することを予定しているので活用すること。

③職員の帯同

死亡届の記載事項の情報収集を行ラに当たり、原則として、都道府県労働局の

職員が最低 1名調査員に帯同し、法務局等における調査を実施すること。

法務局等における調査日程や保管状況等により、労働局の職員が帯同できない

等のやむを得ない事情がある場合には、労働基準監督署の職員を活用して調査を

実施すること。

(6)調査の進め方等について

① 調査計画の策定について

本調査を実施するに当たっては、調査が必要となる法務局等との日程を事前に

調整し、必要となる訪問回数や調査員の確保等に配慮しながら、効率的な調査を

実施する必要がある。
に

このため、法務局等の協力を得て、調査実施月の前月までに調査対象期間に係

¥..' 



る調査計画を作成し、計画的な調査を実施するとともに、管内における調査完了

に必要となる総所要日数を勘案した効率的な計画を策定すること。

なお、当該調査計画は、本調査の進捗状況を踏まえ適宜見直すことにより、対

象となる調査が全て完了できるよう留意すること。

② 調査員等の役割分担

本調査の実施に当たっては、上記 (2)、 (3) については調査員が主に担当す

る業務とし、上記 (4)については帯同する労働局職員等が担当する業務とする。

なお、事務補助員が帯同する場合の業務については、調査員に準じて取扱うと

ともに、調査を実施する法務局等の状況に応じて、適宜、効率的な調査が実施で

きるよう、その役割分担について検討を行うこと。

③ 調査員に係る「勤務地等指定簿」の作成

本調査の実施に係る調査員の派遣に当たっては、別添3 r勤務地等指定簿」を

作成し、各調査員に係る派遣日時、法務局等名、勤務従事時間、現任者確認等を

記載し管理すること。また、現任者確認欄については、帯同職員が調査員の各法

務局等への訪問状況を確認し、押印すること。

(7)調査実施に係る留意事項

① 本調査を実施するに当たり、確認を行う「死亡届」の記載事項については、秘

匿性の高い個人情報であること等から、以下の事項について特に留意すること。

ア 死亡届の記載事項を転記した調査票の散逸の防止

調査実施の際、死亡届の記載事項を転記する調査票については、労働局職員

等が常にその所在が確認できる状況下で管理するとともに、最後に労働局職員

等が取りまとめて持ち帰ること。

なお、その際には、調査票の紛失等が発生しないよう特に留意すること。

イ 保管、管理の徹底、調査員による当該情報の流出、漏えいの防止の徹底

収集した調査票については、当該情報の流出等を防ぐため、施錠できる保管

場所において、労災補償課長が自ら保管、管理すること。

なお、モバイルパソコンを持ち込むことにより、電子記録を行った場合につ

いても、情報流出等が発生しないよう、具体的な作業実施時を除いて、労災補

償課長のみが保管、管理することとし、他の職員等が保有しないこと。また、

保管方法については、上記紙媒体での保管に準じてその管理を徹底すること。

② 調査員に対する指導の徹底

ア 情報流失、漏えい防止の徹底

調査の実施に当たって、本調査に携わる調査員に対して、調査実施方法等の

f 
t 
k 



説明、研修を行う機会を捉え、当該情報の重要性等について十分な説明を行う

とともに、当該情報を勝手に持ち出したり、携帯等に記録するなどして情報の

流出や漏えいが発生しないよう特に指導徹底をすること。

イ 法務局等の事務室内での接遇

法務局等の事務室内での調査の実施に当たっては、事務室内での飲食等、禁

止事項や留意事項について予め法務局等とよく調整し把握した上で、事前に調

査員に対して指導徹底を図るとともに、法務局等が行う業務に支障が出ないよ

う特に配慮すること。

(8)調査結果のとりまとめ

① 調査結果のとりまとめ

上記により収集した調査票については、5l1J添 2 r中皮腫死亡者一覧表Jの様式

によりとりまとめること。

② 本省報告

上記①によりとりまとめた一覧表が完成した時点で直ちに報告することとし、

遅くとも平成23年 12月28日(水)までに本省労働基準局労災補償部補償課

業務係まで報告すること。

4 収集した中皮腫死亡者に係る周知等の実施

(1)上記3の (8) により収集した情報について、本省補償課において既に労災保険

給付等の決定を受けているか否かを確認の上、中皮腫死亡者に係る遺族等に対して、

労災補償制度等に係る周知文、リーフレットを直接送付することにより、制度周知

及び請求勧奨を実施する。

( 2)上記(1)の周知は、本調査が完了した局の報告に基づき順次実施することとし、

周知の始期を平成 23年 11月を目途としていることに留意すること o

(3) 当該周知等により、石綿救済法に基つく特別遺族給付金の申請があった場合につ

いては、「石綿による疾病に係る労災保険給付及び特別遺族給付金の請求に至る契機

の把握についてJ(平成21年4月24日付け補償課長事務連絡)により、請求の契

機等を適切に把握するとともに、当該事務連絡に基づく漏れのない本省報告の徹底

を図ること。
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中皮腫死亡者に係る調査票

【管轄】

防両扇
②法務局等名

【死亡者情報】

(よみかた)
-・・・・・・・・・・・圃・・圃値・債岨ー・・・.__...__..........・・ーーー.
③死亡者氏名

④生年月日

⑤死亡日

⑥住所

【届出人情報】

⑦届出入氏名

⑧住所

⑨本籍

⑩死亡者との関係

【死亡診断書情報】

⑪死亡の原因

⑫直接死因に関係しないが、死
因となった傷病の経過に影響を
及ぼした傷病名

死亡診断書を作成した医
療機関及び医師名(⑫に
該当がある場合のみ記
載)

-・・・・・・・.----_.._...-.................-・・・・・・・・・・・.._..........・・・・・・・・--_.-. 

同居の親族・非同居の親族・同居者

直接死因:

間接死因:
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中皮腫死亡者一覧表

E亡者情報 届出人情報 死亡お断書情報

NO 労働高名 法務局等名

氏名 よみかた 克亡日 住所 氏名 住所 本籍 死係亡者との聞 直銭死因 間接死因 a担醐術t臨名寵.固時酷とSR醐sTBm閣偏乱蜘制団 作成医療機
医師氏名

関
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勤務地等指定簿
所属 調査員氏名

勤務日 勤務先 勤務時間 本人印
勤務等確認欄 ー備考

現任者印確認印
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中皮腫死亡者に係る調査実施フロー

i髄実施
整調程口一-の・と等局務法る係施実査調

河
3
h
0調査員の日程調整、当日派遣する調査員の確保

0調査票等の印刷、関係書類の作成等の準備作業

(調査により収集した情報の一覧表へのとりまとめ作業、既決定か否かの確認作業)

;調査日当日

0調査対象書類の把握(書類の保管場所、対象年度に該当する文書の選定等)

0対象となる死亡届の確認

調査対象となる死亡届か否かを判断するため、以下の要件について確認

①死亡原因欄に中皮腫と記載されているか

②届出人が同居の親族等に該当するか

0上記①、②を満たす死亡届について、調査票に以下の事項を記載

ア法務局等名

イ死亡者情報(氏名、生年月日、死亡時の住所等)

ウ届出人情報(氏名、住所、死士者との関係等)

エ死亡診断書情報(直接死因、間接死因、作成した医療機関、医師名等)

0調査票に記載した事項について、誤りがないか最終的な確認

L調査終了後 ] 

0調査により収集した情報の一覧表へのとりまとめ作業、既決定か否かの確認作業

0次回調査の実施に向けた、法務局との日程調整、調査員の日程の調整等




